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監査の結果により講じた措置について（公表） 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通

知がありましたので、次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査実施対象課 

  福祉部  高齢福祉課 

２ 監査実施日 

  令和元年１１月２５日 

３ 監査結果の公表日 

  令和元年１２月２６日（平塚市監査委員公表第１９号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 収入事務については、財務規則第３８条

第２項により国庫支出金、地方交付税等の

補助又は交付の指令があったときは、直ち

に調定の手続をしなければならないとさ

れているが、県支出金において、交付決定

後に未実施の調定手続きがあった。 

    支出事務については、在宅高齢者通院介

助事業委託において、誤った予算事業での

支出負担行為手続きがあった。 

    平塚市財務規則に則り事務の方法を再 

   度確認し、今後の事務の執行に当たり適正

な措置を講じられたい。 

 

 

 

（１） 収入事務につきましては、財務規則に則

り、速やかに調定手続を実施しました。 

    支出事務につきましても、財務規則に則

り、速やかに修正を行いました。 

    いずれも確認不足が原因であり、これま 

   でも書類作成時に副担当者とのダブルチ 

   ェックを行い対応してまいりましたが、再 

   度事務処理の方法を課内で周知徹底し、適 

   正な事務の執行を図ってまいります。 

  

 

 以  上 


